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宝
暦
期
以
後
の
雛
形

　
宝
暦
期
（
一
七
五
一
～
一
七
六
三
）
以
前
の
雛
形
は
奉
納
先
の
寺
社
名
あ
る
い
は
現

所
蔵
機
関
名
で
区
別
し
た
が
、
宝
暦
期
以
後
の
雛
形
に
つ
い
て
は
、
一
寺
社
に
複
数
の

雛
形
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
り
、
博
物
館
な
ど
の
一
機
関
が
複
数
の
雛
形
を
所
蔵
す
る
場

合
が
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
寺
社
名
あ
る
い
は
機
関
名
に
船
名
あ
る
い
は
奉
納

年
を
付
加
し
て
区
別
す
る
こ
と
に
す
る
。
調
査
し
た
雛
形
を
す
べ
て
列
挙
す
る
の
は
煩

雑
に
す
ぎ
る
の
で
、
本
論
に
関
係
す
る
雛
形
に
限
る
と
、
該
当
す
る
の
は
次
の
一
九
艘

で
あ
る
。

　
　
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形 

寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）

　
　
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
民
吉
丸
雛
形 

享
和
二
年
（
一
八
○
二
）

　
　
佐
柳
島
八
幡
神
社
雛
形 

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）

　
　
相
良
大
江
八
幡
宮
八
幡
丸
雛
形 

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）

　
　
喜
多
浦
大
神
八
幡
神
社
雛
形 

文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）

　
　
小
浜
若
狭
彦
神
社
雛
形 

　
　
西
神
崎
湊
十
二
社
大
弊
丸
雛
形 

　
　
丹
後
溝
谷
神
社
雛
形 

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）

　
　
西
神
崎
湊
十
二
社
雛
形 

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）

　
　
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形 

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

　
　
東
京
国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛
形 

明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）

　
　
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形 

明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）

　
　
鉄
道
博
物
館
雛
形 

　
　
河
野
右
近
家
八
幡
丸
雛
形 

　
　
東
京
大
学
明
治
丸
雛
形 

　
　
宮
津
上
司
住
吉
神
社
雛
形 

　
　
東
京
国
立
博
物
館
武
蔵
丸
雛
形 

　
　
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社
雛
形 

明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）

　
　
鳴
門
金
刀
比
羅
神
社
雛
形 

　
一
九
艘
の
内
、
西
神
崎
湊
十
二
社
大
弊
丸
雛
形
・
嘉
永
五
年
の
西
神
崎
湊
十
二
社
雛

形 

・
慶
応
元
年
の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
・
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
・
河
野
右

近
家
八
幡
丸
雛
形
・
東
京
大
学
明
治
丸
雛
形
・
宮
津
上
司
住
吉
神
社
雛
形
・
東
京
国
立

博
物
館
武
蔵
丸
雛
形
が
北
前
船
、
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社
と
鳴
門
金
刀
比
羅
神
社
雛
形
が

い
わ
ば
新
型
の
弁
才
船
で
あ
る
。
縮
尺
は
、
西
神
崎
湊
十
二
社
大
弊
丸
雛
形
・
嘉
永
五

年
の
西
神
崎
湊
十
二
社
雛
形
・
東
京
国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛
形
・
鉄
道
博
物
館
雛
形
・

河
野
右
近
家
八
幡
丸
雛
形
・
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社
雛
形
が
二
○
分
の
一
、
残
る
一
三
艘

が
一
○
分
の
一
で
あ
る
。

　
で
は
、
一
九
艘
の
雛
形
を
手
が
か
り
に
し
て
宝
暦
期
以
後
の
弁
才
船
の
船
体
と
上
廻

り
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
追
っ
て
み
よ
う
。

五
　
宝
暦
期
以
後
の
弁
才
船

五　宝暦期以後の弁才船
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船
体
の
変
化

　
船
体
の
最
大
の
変
化
は
、
明
治
時
代
に
棚
板
造
り
が
変
容
し
た
結
果
、
鳴
門
桑
島
八

幡
神
社
や
鳴
門
金
刀
比
羅
神
社
雛
形
の
よ
う
な
い
わ
ば
新
型
の
弁
才
船
が
出
現
し
た
こ

と
に
尽
き
る
が
、
時
代
が
先
後
す
る
の
で
舵
と
の
関
連
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
て
、

船
首
か
ら
順
に
み
て
い
こ
う
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
水
押
と
は
棚
板
を
取
り
付
け
る
船
首
材
を
い
い
、
航
か
ら

上
棚
付
留
ま
で
を
前ま

え
ぐ
ち口
、
上
棚
付
留
よ
り
突
き
出
た
部
分
を
野の

ぎ木
も
し
く
は
茂も

ぎ木
、
水

押
の
前
部
を
潮し

お
き
り切
と
呼
ぶ
。
古
く
は
関
船
と
よ
く
似
て
い
た
弁
才
船
の
水
押
は
、
関
船

と
違
っ
て
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
変
化
す
る
。
水
押
の
変
化
と
し
て
最
初
に
指
摘
す

べ
き
は
形
状
で
、
三
つ
あ
る
。

　
第
一
は
、
側
面
か
ら
み
る
と
曲
線
的
で
あ
っ
た
水
押
が
、
下
幅
が
広
く
な
る
と
と
も

に
、
潮
切
と
前
口
が
平
行
か
つ
直
線
的
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
紹
介
し
た
宝

暦
期
以
前
の
雛
形
と
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
を

比
べ
る
と
、
変
化
の
ほ
ど
が
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
（
図
95
）。
遅
く
も
一
九
世
紀
初
め

に
は
金
比
羅
丸
雛
形
の
よ
う
な
直
線
的
な
水
押
が
普
及
し
た
。

　
第
二
は
、
水
押
の
ク
リ
カ
タ
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ク
リ
カ
タ
と
は
野
木
の

後
面
の
ク
リ
を
い
う
。
雛
形
に
比
べ
て
格
段
に
数
の
多
い
船
絵
馬
で
時
期
を
押
さ
え
て

お
く
と
、
ク
リ
カ
タ
の
な
い
水
押
は
寛
政
元
年
に
現
れ
、
ク
リ
カ
タ
の
あ
る
水
押
は
文

化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
に
姿
を
消
し
た
。
た
と
え
ば
、
宝
暦
期
以
前
の
雛
形
の
水
押

に
は
ク
リ
カ
タ
が
あ
り
、
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
の
水
押
に
は
ク
リ
カ
タ
が

な
い
。

　
第
三
は
、
側
面
形
状
が
末
広
が
り
の
水
押
が
出
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
手
の
水

押
は
東
京
国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛
形
の
よ
う
に
明
治
時
代
に
は
珍
し
く
な
い
（
図
96
）。

し
か
し
、
出
現
の
時
期
は
意
想
外
に
古
く
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
蛯
沢
稲
荷
神

社
（
南
相
馬
市
小
高
区
蛯
沢
）
に
奉
納
さ
れ
た
雛
形
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
（
図
97
）。

も
と
よ
り
、
航
海
中
の
弁
才
船
を
描
く
船
絵
馬
は
手
が
か
り
に
な
ら
な
い
の
で
、
普
及

の
程
度
を
図
面
と
雛
形
か
ら
判
断
す
る
に
、
こ
の
手
の
水
押
は
幕
末
ま
で
は
あ
ま
り
普

及
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
水
押
の
変
化
は
形
状
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
水
押
が
外
水
押
と
内
水
押
に
分
か
れ

た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
文
化
一
○
年（
一
八
一
三
）に
浦
賀
奉
行
所
同
心
今
西
幸
蔵
は『
今

西
氏
家
舶
縄
墨
私
記
』
に
「
水
押
も
内
水
押
と
言
も
の
に
打
付
、
外
は
付
も
の
也
」
と

記
し
て
い
る
。
巨
大
な
た
め
一
材
で
は
ま
か
な
え
ず
、
数
材
を
接は

ぎ
合
わ
せ
て
い
た
水

押
が
、
棚
板
を
取
り
付
け
る
内
水
押
と
内
水
押
の
前
面
に
打
ち
付
け
る
外
水
押
に
分
か

れ
た
の
で
あ
る
。
二
材
構
成
の
水
押
の
出
現
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
今
西
の
記
事
か

ら
遅
く
も
一
九
世
紀
前
期
に
は
主
流
の
位
置
を
し
め
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
か

ろ
う
。

　
た
と
え
二
材
構
成
で
あ
っ
て
も
、
水
押
を
一
材
で
作
る
の
が
雛
形
の
常
で
あ
る
。
例

外
は
鉄
道
博
物
館
雛
形
と
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社
雛
形
で
、
鉄
道
博
物
館
雛
形
は
さ
す
が

に
内
部
構
造
を
み
せ
る
縦
断
雛
形
だ
け
あ
っ
て
、
内
水
押
と
外
水
押
を
よ
く
わ
か
る
よ

う
に
作
っ
て
い
る
（
図
98
）。
む
ろ
ん
、
外
水
押
は
数
材
の
接
ぎ
合
わ
せ
で
あ
る
。
残

念
な
の
は
鉄
道
博
物
館
雛
形
が
外
水
押
に
包
板
を
張
っ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
で
は
外

水
押
の
接
ぎ
合
わ
せ
が
わ
か
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
パ
リ
の
図
面
集
に
縦
断
面
図
の
載

る
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
の
一
五
○
○
石
積
弁
才
船
の
水
押
は
二
材
を
接
ぎ
合
わ

せ
て
い
る
。

　
石
井
謙
治
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
水
押
が
外
水
押
と
内
水
押
に
分
か
れ
る
と
、
外
水

押
は
単
に
内
水
押
の
前
面
に
取
り
付
け
る
だ
け
の
材
と
な
り
、
船
体
の
主
要
構
成
材
と

し
て
の
機
能
を
失
う
も
の
の
、
大
き
な
装
飾
的
効
果
を
別
に
す
れ
ば
、
船
首
の
水
切
り

を
よ
く
し
、
上
部
の
野
木
に
五
尺
を
は
め
込
む
機
能
を
依
然
と
し
て
保
持
し
て
い
た
。
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五
尺
の
保
持
と
水
切
り
の
た
め
だ
け
な
ら
、
工
夫
次
第
で
は
、
巨
大
な
外
水
押
を
作
ら

ず
に
す
ま
せ
る
こ
と
も
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ス
ク
ー
ナ
ー
擬も

ど

き
の
合
の
子
船
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
水
押
は
和
船
に
固
有
の
形
式
と

見
な
さ
れ
て
お
り
、
他
の
代
替
物
で
す
ま
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ス
ク
ー
ナ
ー
擬
き
の
合
の
子
船
は
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
の
国
内
海
運

で
多
用
さ
れ
た
和
洋
折
衷
船
の
一
つ
で
、
和
式
の
白
木
の
水
押
を
除
け
ば
、
水
に
浮
か

ん
だ
姿
は
ス
ク
ー
ナ
ー
と
瓜
二
つ
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
合
の
子
船
に
と
っ
て
水
押

は
和
洋
折
衷
の
標
識
に
他
な
ら
ず
、
能
登
福
浦
の
船
宿
佐
渡
屋
の
『
諸
国
客
船
帳
』
も

ス
ク
ー
ナ
ー
擬
き
の
合
の
子
船
に
水
押
を
描
き
加
え
て
、
ス
ク
ナ
ー
と
区
別
し
て
い
る
。

垣
立
で
も
標
識
の
機
能
は
十
分
に
果
た
し
た
だ
ろ
う
が
、
標
識
の
機
能
し
か
な
く
、
造

作
に
手
間
が
か
か
り
、
費
用
も
か
さ
む
た
め
、
船
体
に
不
可
欠
な
材
で
、
し
か
も
標
識

と
し
て
役
立
つ
水
押
の
ほ
う
が
好
都
合
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
外
水
押
と
同
じ
く
外
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い
船
体
の
変
化
と
し
て
は
、
中
船
梁
・
下

船
梁
の
代
わ
り
を
す
る
二
つ
の
部
材
の
出
現
が
あ
る
。

　
第
一
は
中
船
梁
兼
用
の
湾
曲
し
た
下
船
梁
で
あ
る
。
中
下
兼
用
の
船
梁
は
北
前
船
の

特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
船
底
構
造
の
簡
素
化
と
強
度
の
向
上
に
寄
与
す
る
一
石
二
鳥
の

名
案
と
し
て
石
井
謙
治
氏
が
高
く
評
価
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

中
下
兼
用
船
梁
の
嚆
矢
は
、天
保
八
年（
一
八
三
七
）の
丹
後
溝
谷
神
社
雛
形
で
あ
る（
図

99
）。
中
下
兼
用
の
船
梁
を
備
え
た
雛
形
を
調
べ
て
み
る
と
、
溝
谷
神
社
雛
形
よ
り
古

い
可
能
性
の
あ
る
雛
形
が
存
在
す
る
。
西
神
崎
湊
十
二
社
大
弊
丸
雛
形
が
そ
れ
で
、
上

廻
り
の
様
式
か
ら
天
保
期
（
一
八
三
○
～
一
八
四
三
）
初
年
の
製
作
と
推
定
さ
れ
る
の

で
、
中
下
兼
用
の
船
梁
の
出
現
の
時
期
は
天
保
八
年
よ
り
も
若
干
上
が
ろ
う
。

　
中
下
兼
用
船
梁
は
一
般
の
弁
才
船
に
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
石
井
謙
治
氏
は
説
く

が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
一
般
の
弁
才
船
の
構
造
を
図
解
し
た
『
造
船
図
』（
大

阪
府
立
図
書
館
蔵
）
を
ひ
も
と
く
と
、
側
面
図
に
は
淦
間
・
腰
当
・
切
の
各
船
梁
下
の

上
棚
下
部
に
頭ず
き
ん
か
な
も
の

巾
金
物
が
打
た
れ
て
い
る
。
頭
巾
金
物
と
は
櫓ろ

床ど
こ

・
知ち

り里
な
ど
の
部
材

の
端
を
隠
す
た
め
の
銅
金
物
を
い
い
、
普
通
、
上
棚
下
部
の
頭
巾
金
物
が
隠
す
の
は
上

棚
を
貫
通
し
た
中
船
梁
の
木
口
で
あ
る
。
縦
断
面
図
を
み
る
と
、
確
か
に
淦
間
船
梁
と

腰
当
船
梁
の
下
に
は
中
船
梁
が
入
っ
て
い
る
の
に
、
不
思
議
な
こ
と
に
切
船
梁
の
下
に

は
下
船
梁
し
か
な
い
。
し
か
し
、
下
船
梁
が
中
下
兼
用
船
梁
で
あ
れ
ば
、
中
船
梁
が
な

く
と
も
、
上
棚
下
部
に
頭
巾
金
物
が
存
在
す
る
の
も
納
得
が
ゆ
こ
う
。『
造
船
図
』
は

天
保
期
末
年
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
石
井
説
に
反
し
て
、
意
外
に
早
く
一
般
の

弁
才
船
で
も
中
下
兼
用
の
船
梁
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、

中
下
兼
用
船
梁
を
入
れ
た
雛
形
は
江
戸
時
代
に
は
な
く
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に

中
喜
来
春
日
神
社
（
徳
島
県
板
野
郡
松
茂
町
）
に
奉
納
さ
れ
た
雛
形
や
鉄
道
博
物
館
雛

形
の
よ
う
な
明
治
時
代
の
雛
形
が
今
に
伝
わ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
第
二
は
六
窓
軒
の
い
う
セ
コ
で
あ
る
。
セ
コ
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
部
材
名
称
で
あ
る

が
、
文
政
六
年
に
関
船
の
図
解
『
席
船
諸
名
集
図
解
』
を
著
し
た
六
窓
軒
は
こ
う
説
明

す
る
。是

ハ
戸
立
ノ
如
ニ
シ
テ
、
腰
当
・
水
縄
折
・
ノ
辺
ノ
舟
梁
ノ
代
リ
ニ
下
舟
梁
入
ズ
、

是
ヲ
入
也
、
舟
至
て
強
、
板
歩
薄
ハ
不
宜
也

挿
図
か
ら
セ
コ
が
中
棚
か
ら
下
に
入
れ
た
隔
壁
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
大

き
な
部
材
だ
け
に
数
材
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
造
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
こ
う
（
図

100
）。

　
六
窓
軒
が
図
解
の
対
象
と
す
る
関
船
は
軍
船
で
、
船
梁
の
配
置
は
弁
才
船
と
は
異
な

る
。
弁
才
船
に
は

ど
う

・
水み

な
わ
お
り

縄
折
（
身
縄
折
と
も
書
く
）
に
相
当
す
る
船
梁
は
な
く
、
セ

コ
を
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
中
船
梁
を
入
れ
る
淦
間
・
腰
当
・
切
の
各
船
梁
の
下
が
妥
当

な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
六
窓
軒
は
中
船
梁
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
挿
図
の
セ
コ
の
上
縁

に
「
此
所
ク
リ
テ
モ
ヨ
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
下
船
梁
と
同
じ
く
中
船
梁
も
入

れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。「
セ
コ
」
の
右
の
「
新
考
」
い
う
旁
註
か
ら
し
て
、
セ
コ

五　宝暦期以後の弁才船
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図 97　蛯沢稲荷神社雛形の水押

図 95　讃岐金刀比羅宮金比羅丸雛形の水押

図 96　東京国立博物館薩摩形雛形の水押
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五　宝暦期以後の弁才船

図 99　丹後溝谷神社雛形の中船梁兼用の下船梁

図 98　鉄道博物館雛形の内水押と外水押
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が
文
政
六
年
か
ら
さ
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
時
期
に
瀬
戸
内
海
で
考
案
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
セ
コ
と
中
下
兼
用
船
梁
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
現
し
た
こ
と
に
な

り
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
中
棚
か
ら
下
に
隔
壁
を
入
れ
た
江
戸
時
代
後
期
の
雛
形
と
し
て
は
、
慶
応
元
年

（
一
八
六
五
）の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
が
あ
る
。
一
見
し
て
下
船
梁
が
な
く
、

セ
コ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
雛
形
で
は
、
中
船
梁
と
下
船
梁
を

入
れ
ず
、
代
わ
り
に
棚
板
を
貫
通
し
た
船
梁
の
先
端
の
み
を
作
る
か
、
あ
る
い
は
先
端

を
隠
す
頭
巾
金
物
を
棚
板
に
打
っ
て
す
ま
せ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。
確
か
に
こ
の
雛

形
の
中
棚
に
は
下
船
梁
の
先
端
も
頭
巾
金
物
も
見
当
た
ら
な
い
が
、
当
時
は
下
船
梁
の

先
端
を
中
棚
に
抜
か
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
見
当
た
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
下
船
梁

が
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
中
棚
を
よ
く
み
る
と
、
隔か

く
へ
き壁

に
沿
っ
て
入い

れ
が
し
ら頭が

並

ん
で
い
る
。
入
頭
は
釘
の
頭
に
入
れ
る
銅
板
を
い
い
、
入
頭
の
列
は
中
棚
の
外
か
ら
隔

壁
に
打
ち
込
ん
だ
釘
の
列
を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
の
隔
壁
は
船
体
の
構
造
材
つ
ま
り
セ

コ
と
み
て
よ
か
ろ
う（
図
101
）。
セ
コ
を
入
れ
た
雛
形
と
し
て
は
他
に
鉄
道
博
物
館
雛
形
、

東
京
国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛
形
、
東
京
国
立
博
物
館
武
蔵
丸
雛
形
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、

讃
岐
金
刀
比
羅
宮
民
吉
丸
雛
形
と
外
嶋
住
吉
神
社
（
玉
名
市
大
浜
町
）
に
奉
納
さ
れ
た

正
直
新
造
雛
形
の
中
棚
か
ら
下
に
入
れ
た
隔
壁
は
、
中
棚
に
下
船
梁
の
先
端
が
は
め
込

ま
れ
て
い
る
の
で
、
製
作
上
の
便
宜
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
の

淦
間
船
梁
と
腰
当
船
梁
に
入
れ
た
隔
壁
は
、
上
端
が
船
梁
下
端
に
達
す
る
う
え
、
位
置

も
船
梁
直
下
で
は
な
い
の
で
、
一
木
か
ら
刳
り
出
し
た
船
体
の
変
形
防
止
用
で
あ
る
。

　
金
比
羅
丸
雛
形
と
武
蔵
丸
雛
形
は
北
前
船
、
鉄
道
博
物
館
雛
形
と
薩
摩
形
雛
形
は
一

般
の
弁
才
船
で
あ
り
、
出
現
時
期
か
ら
す
れ
ば
、
セ
コ
が
一
般
の
弁
才
船
か
ら
北
前
船

に
広
ま
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
厳
密
に
い
う
と
、
金
比
羅
丸
雛
形
と
鉄
道
博

物
館
の
セ
コ
は
同
じ
で
は
な
い
。
鉄
道
博
物
館
雛
形
に
は
中
船
梁
が
あ
る
の
に
、
金
比

羅
丸
雛
形
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
図
102
）。
し
か
し
、
中
船
梁
の
有
無
は
さ
し
た
る

相
違
で
は
な
い
。
金
比
羅
丸
雛
形
の
上
棚
下
部
に
は
頭
巾
金
物
が
打
た
れ
て
い
る
の
で
、

セ
コ
の
接
ぎ
合
わ
せ
材
の
う
ち
一
番
上
の
材
が
上
棚
を
貫
通
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
一
番
上
の
材
が
中
船
梁
の
機
能
を
代
行
す
る
以
上
、
鉄
道
博
物
館
雛
形
が
一
番

上
の
材
を
中
船
梁
で
置
き
換
え
た
の
も
何
ら
異
と
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
ち
な
み
に
、

武
蔵
丸
雛
形
と
薩
摩
形
雛
形
に
も
中
船
梁
は
な
い
。

　
実
は
船
梁
の
変
化
は
も
う
一
つ
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
上
棚
を
胴
継
ぎ
す
る
船
は

中
船
梁
を
淦
間
船
梁
・
腰
当
船
梁
・
切
船
梁
の
下
に
入
れ
、
三
の
間
船
梁
の
下
に
は
入

れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
寛
政
八
年
の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
や
文
政
一
三
年

の
喜
多
浦
大
神
八
幡
神
社
雛
形
が
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
に
は
三
の
間

船
梁
下
に
中
船
梁
あ
る
い
は
中
船
梁
兼
用
の
下
船
梁
を
入
れ
る
図
面
や
雛
形
が
珍
し
く

な
い
。
中
船
梁
の
例
と
し
て
は
明
治
三
四
年
に
大
阪
市
史
編
纂
係
の
求
め
に
応
じ
て
桃

木
武
平
が
作
成
し
た
菱
垣
廻
船
歓
晃
丸
の
第
八
図
「
三
間
木
口
図
」
や
明
治
一
九
年
の

東
京
国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛
形
が
あ
る
し
、
中
船
梁
兼
用
の
下
船
梁
の
例
と
し
て
は
明

治
三
五
年
刊
行
の
『
大
和
形
船
製
造
寸
法
書
』
の
「
三
ノ
間
ニ
於
テ
横
断
之
図
」
や
鉄

道
博
物
館
雛
形
が
あ
る
（
図
103
・
104
）。

　
三
の
間
船
梁
下
の
船
梁
の
出
現
時
期
を
知
り
た
け
れ
ば
、
天
保
期
（
一
八
三
○
～

一
八
四
三
）
末
年
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
『
造
船
図
』
を
手
が
か
り
に
す
れ
ば
よ
い
。

図 100　セコ
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五　宝暦期以後の弁才船

図 101　讃岐金刀比羅宮金比羅丸雛形のセコ

図 102　鉄道博物館雛形のセコと中船梁
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縦
断
面
図
を
み
る
と
、
両
舷
の
四よ

と
お通

り
押
え
に
渡
し
た
船
梁
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
四
通
り
と
は
、
水
押
か
ら
腰
当
に
か
け
て
の
中
棚
の
開
き
の
変
化
が
大
き
い
た

め
、
三
の
間
付
近
か
ら
水
押
ま
で
の
中
棚
を
二
階
造
り
も
し
く
は
三
階
造
り
に
す
る
板

材
を
い
う
。
こ
の
船
梁
に
四
通
り
を
固
め
る
機
能
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
船
梁
と
三
の

間
船
梁
の
あ
い
だ
に
立
つ
束つ

か

が
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
船
梁
の
名
称
は
、
縦
断
面
図
で

は
「
フ
ン
バ
リ
」、
平
面
図
で
は
「
ウ
シ
」
と
異
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
時

代
の
三
の
間
船
梁
下
の
船
梁
に
も
四
通
り
を
固
め
る
機
能
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
の

で
、
三
の
間
船
梁
下
の
船
梁
の
淵
源
を
た
ど
れ
ば
、
こ
の
船
梁
に
ゆ
き
つ
く
こ
と
は
必

定
で
あ
る
。

　
明
治
時
代
の
図
面
や
雛
形
が
『
造
船
図
』
と
異
な
る
の
は
、
三
の
間
船
梁
と
下
の
船

梁
の
あ
い
だ
が
囲
板
と
称
す
る
板
で
往
々
に
し
て
ふ
さ
が
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三

間
下
の
中
船
梁
に
つ
い
て
桃
木
武
平
は
か
く
記
す
。

よ
と
ほ
り
だ
な
ヲ
固
メ
、
且
に
の
ま
ノ
か
こ
ひ
〔
囲
〕
ノ
依
テ
起
ル
所
ト
ナ
ル
、

此
か
こ
ひ
ハ
荷
物
ヲ
積
込
ム
場
所
ト
綱
道
具
ヲ
入
置
ク
場
所
ト
ノ
区
画
ナ
リ

菱
垣
廻
船
の
多
種
多
様
な
荷
物
の
積
場
所
を
図
解
し
た
「
安
治
川
於
一
洲
ニ
荷
物
積
立

之
図
」
を
み
る
と
、
二
番
船
梁
ま
で
荷
物
が
積
ま
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
三
の
間
下

の
囲
板
で
「
荷
物
ヲ
積
込
ム
場
所
」
と
「
綱
道
具
ヲ
入
置
ク
場
所
」
を
画
す
る
に
は
そ

れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
弁
才
船
の
綱
具
が
と
く
に
明
治
時
代
に
増
加

し
た
形
跡
は
な
い
の
で
、
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
明
治
一
七
年
四
月
布
告
の
船

舶
積
量
測
度
規
則
の
付
則
と
し
て
農
商
務
省
が
定
め
た
船
舶
積
量
測
度
方
法
第
四
条
第

二
項
以
外
に
は
な
い
。
第
二
項
に
は
日
本
形
回
漕
船
の
船
梁
下
船せ

ん
そ
う艙
の
測
度
法
が
次
の

よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

船
首
室
ノ
境
界
ヨ
リ
船
尾
ノ
内
側
ニ
至
ル
船
底
ノ
長
ヲ
測
リ
、
之
ヲ
四
箇
ニ
等

分
シ
、
其
各
分
長
點
及
ヒ
前
後
両
端
ニ
於
テ
深
ヲ
測
リ
、
又
各
深
ノ
中
央
及
ヒ

上
下
ニ
於
テ
平
均
ノ
幅
ヲ
測
リ
テ
、
其
深
幅
ヲ
平
均
シ
、
而
シ
テ
此
平
均
ノ
深

図 103　東京国立博物館薩摩形雛形の三の間中船梁図 104　鉄道博物館雛形の中船梁兼用の三の間下船梁
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幅
ト
長
ヲ
相
乗
シ
、
其
得
数
ヲ
十
ニ
テ
除
シ
、
之
ヲ
船
梁
下
船
艙
ノ
石
数
ト
ス

要
す
る
に
船
梁
下
を
船
首
室
と
船
艙
に
二
分
し
、
石
数
算
出
の
た
め
船
艙
の
測
度
法
を

細
か
く
規
定
し
た
の
が
第
二
項
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
船
首
室
は
桃
木
の
い
う
「
綱
具

ヲ
納
メ
置
ク
場
所
」、船
艙
は
桃
木
の
い
う「
荷
物
ヲ
積
込
ム
場
所
」で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

明
治
一
七
年
の
測
度
法
の
制
定
の
結
果
、
管
船
局
は
三
の
間
下
を
囲
板
で
閉
ざ
さ
せ
て
、

船
首
側
を
船
首
室
と
し
て
船
艙
か
ら
除
外
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
こ
う
。
奉
納

の
年
紀
は
な
く
と
も
、
船
首
室
を
有
す
る
雛
形
は
明
治
一
八
年
以
降
の
製
作
、
奉
納
年

が
明
治
一
八
年
以
降
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
の
よ
う
に
船
首
室
を
設

け
て
い
な
い
雛
形
は
省
略
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
桃
木
武
平
の
名
前
が
出
た
と
こ
ろ
で
、
桃
木
の
作
成
し
た
菱
垣
廻
船
歓
晃
丸
の
図
面

に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
先
々
代
の
武
兵
衛
に
よ
っ
て
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）

に
建
造
さ
れ
、
明
治
七
年
ま
で
菱
垣
廻
船
と
し
て
活
躍
し
た
の
が
歓
晃
丸
で
あ
る
か
ら
、

表
題
か
ら
し
て
も
、
水
押
の
船
印
を
み
て
も
、
本
図
の
船
は
菱
垣
廻
船
と
し
て
の
歓
晃

丸
と
誰
し
も
思
い
た
く
も
な
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
凡
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
時
の

記
録
は
散
逸
し
て
伝
わ
ら
ず
、
た
め
に
建
造
に
関
わ
っ
た
二
、三
人
の
船
大
工
か
ら
話

を
聞
き
、
家
蔵
の
記
録
類
を
参
考
に
し
て
桃
木
が
引
い
た
の
が
こ
の
図
面
で
あ
る
。
三

の
間
下
を
囲
板
で
閉
ざ
し
た
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
台
間
を
詰
め
る
と
い
っ
た
明
治
中

期
の
様
式
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
本
図
の
船
は
菱
垣
廻
船
と
は
無
縁

の
明
治
二
○
年
代
以
降
の
弁
才
船
と
見
な
す
の
が
無
難
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　
話
が
少
々
横
道
に
そ
れ
た
が
、
次
に
取
り
あ
げ
る
船
体
の
変
化
は
舵
で
あ
る
。
弁
才

船
の
舵
は
さ
ま
ざ
ま
な
綱
具
類
で
吊
り
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
舵
を
引
き
上
げ
る
こ
と
も

で
き
れ
ば
、
舵
を
深
く
入
れ
る
こ
と
も
で
き
た
（
図
105
）。
と
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
に
は

い
る
と
軸
針
と
壺
金
に
よ
る
洋
式
の
舵
を
装
備
す
る
船
が
出
現
す
る
。
も
と
よ
り
、
舵

の
洋
式
化
に
不
可
欠
な
船
尾
材
あ
る
い
は
舵
柱
は
弁
才
船
に
は
な
い
。
検
査
規
程
作
成

の
た
め
に
管
船
局
が
調
査
し
た
日
本
形
船
の
報
告
書
で
あ
る
明
治
三
五
年
刊
行
の
『
大

和
形
船
製
造
寸
法
書
』
は
、
船
尾
材
を
新
設
す
る
方
法
を
二
つ
あ
げ
て
い
る
。

　
第
一
の
方
法
は
、
戸
立
・
寄よ
り
か
か
り掛・

外そ
と
ど
も艫

を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
後
方
に
延
長
し
た
航

の
後
端
と
床と

こ
ふ
な
ば
り

船
梁
に
船
尾
材
を
取
り
付
け
、
戸
立
と
船
尾
材
の
間
隙
を
埋う

め

木き

で
ふ
さ
ぐ

も
の
で
、
同
書
の
第
四
○
図
は
そ
の
図
解
で
あ
る
（
図
106
）。
一
方
、
第
二
の
方
法
は
、

笠
木
と
結む

す
びの

あ
い
だ
に
新
た
な
戸
立
を
設
け
、
新
戸
立
と
後
方
に
延
長
し
た
航
の
後
端

に
船
尾
材
を
取
り
付
け
、
旧
戸
立
と
船
尾
材
の
間
隙
を
埋
木
で
ふ
さ
ぐ
も
の
で
、
千
里

（
知
里
と
も
書
く
）・
結
・
寄
掛
に
は
手
を
つ
け
な
く
て
も
よ
い
し
、
新
戸
立
よ
り
後
ろ

の
寄
掛
と
千
里
・
結
を
撤
去
し
て
、
艫と

も
や
ぐ
ら櫓を
造
り
直
し
て
も
よ
い
。
同
書
の
第
三
八
図

は
前
者
、
第
三
九
図
は
後
者
の
図
解
で
あ
る
（
図
107
・
108
）。

　
第
一
と
第
二
の
方
法
は
、
戸
立
の
新
設
の
有
無
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ

る
が
、
最
大
の
相
違
は
船
尾
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
三
階
造
り
の
船
体
の

船
尾
に
は
、
根
棚
外
艫
と
中
棚
外
艫
と
寄
掛
よ
り
成
る
三
階
造
り
と
根
棚
外
艫
と
中
棚

外
艫
を
ゴ
ン
ダ
で
一
枚
に
し
た
外
艫
と
寄
掛
か
ら
成
る
二
階
造
り
が
あ
る
。
外
艫
に
は

手
を
つ
け
な
い
第
一
の
船
尾
は
二
階
造
り
か
三
階
造
り
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
の
船

尾
は
寄
掛
と
中
棚
外
艫
の
二
階
造
り
で
、
根
棚
外
艫
は
埋
木
に
そ
わ
せ
て
船
尾
材
に
取

り
付
け
る
。
も
と
よ
り
、
船
尾
材
の
新
設
法
と
し
て
は
第
一
の
ほ
う
が
第
二
よ
り
も
簡

単
で
あ
る
。
第
一
に
つ
い
て
は
明
治
三
五
年
の
神
栄
丸
板
図
（『
瀬
戸
内
海
の
漁
船
・
廻

船
と
船
大
工
調
査
報
告（
第
二
年
次
）』所
載
）や
明
治
四
○
年
の
壱
号
栄
昌
丸
板
図（
神

戸
大
学
海
事
博
物
館
蔵
）
な
ど
の
例
が
散
見
さ
れ
て
も
、
第
二
に
つ
い
て
は
目
下
の
と

こ
ろ
実
例
を
見
出
せ
な
い
の
は
、
そ
の
あ
た
り
に
理
由
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
一
九
艘
の
雛
形
の
内
、
洋
式
の
舵
を
装
備
す
る
の
は
明
治
二
七
年
の
鳴
門
桑
島
八
幡

神
社
雛
形
と
鳴
門
金
刀
比
羅
神
社
雛
形
で
あ
る
（
図
109
）。
興
味
深
い
の
は
両
雛
形
と

も
艫と

も
し
ゃ
た
つ

車
立
を
廃
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
舵
の
洋
式
化
と
同
時
に
帆
柱
の
固
定
化
を

物
語
っ
て
い
る
。
艫
車
立
は
歩あ

ゆ
み桁
を
貫
通
し
て
床
船
梁
の
上
に
立
て
た
一
対
の
立
で
、

帆
柱
の
起
倒
と
舵
の
保
持
に
関
わ
る
機
能
を
あ
わ
せ
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

五　宝暦期以後の弁才船
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両
雛
形
の
船
尾
材
は
、
位
置
か
ら
す
れ
ば
、
第
一
の
方
法
に
従
っ
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
船
体
は
、
棚
板
造
り
な
が
ら
、
い
わ
ば
新
型
だ
か
ら
で

あ
る
。
航
の
前
端
に
水
押
、
後
端
に
戸
立
を
立
て
、
根
棚
、
中
棚
、
上
棚
を
取
り
付
け

る
伝
統
的
な
棚
板
造
り
の
船
体
を
旧
型
と
す
る
と
、
新
型
が
旧
型
と
相
違
す
る
の
は
次

の
三
点
で
あ
る
。
第
一
は
、
舳
艫
で
狭
く
、
中
央
部
で
ふ
く
ら
ん
だ
平
面
形
状
の
直
材

を
船
底
材
と
す
る
こ
と
、
第
二
は
、
船
底
材
の
前
端
に
水
押
、
後
端
に
船
尾
材
を
立
て
、

小
豆
島
の
明
治
二
七
年
の
日
本
形
船
の
板
図
の
よ
う
に
根
棚
を
取
り
付
け
る
か
、
あ
る

い
は
両
雛
形
の
よ
う
に
根
棚
状
の
材
を
接
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
、
第
三
は
、
根
棚
あ
る
い

は
根
棚
状
の
材
の
後
端
に
船
尾
材
に
沿
わ
せ
て
戸
立
を
立
て
る
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。

新
型
と
同
じ
船
底
材
は
、
間ま

ぎ
り
こ
う
ら

切
甲
良
あ
る
い
は
龍
骨
と
称
し
て
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

起
工
の
浦
賀
奉
行
所
の
洋
式
軍
艦
鳳
凰
丸
や
後
述
す
る
構
造
法
の
進
歩
し
た
合
の
子
船

で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
龍
骨
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ち
な
み
に
、
両
雛

形
の
根
棚
状
の
材
を
接
ぎ
合
わ
せ
た
龍
骨
を
髣ほ

う
ふ
つ髴

さ
せ
る
の
が
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

に
箱
館
と
長
崎
を
結
ぶ
航
路
に
就
航
し
た
和
洋
中
折
衷
の
三
国
丸
の
航
で
、
長
さ
は

七
一
尺
五
寸
、
幅
は
舳
二
尺
、
胴
四
尺
、
艫
一
尺
七
寸
、
厚
さ
は
舳
艫
五
尺
、
胴
二
尺
で
、

三
材
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
い
た
。

　
新
型
の
船
体
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
明
治
二
三
年
に
日
本
工
学
会
で
福
地

文
一
郎
が
行
っ
た「
合
ノ
子
船
」に
つ
い
て
の
演
説
で
あ
る
。
福
地
が
取
り
上
げ
た
の
は
、

「
其
構
造
法
ノ
大
ニ
進
歩
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と
高
く
評
価
す
る
、
当
時
、
大
坂
地
方
に
お

い
て
盛
ん
に
製
造
中
の
合
の
子
船
で
、
福
地
に
よ
れ
ば
、
西
洋
形
と
の
相
違
は
こ
う
で

あ
る
（
図
110
）。

今
合
ノ
子
船
ノ
構
造
ニ
於
テ
西
洋
形
風
帆
船
ニ
異
ナ
ル
部
分
ヲ
略
述
セ
ン
ニ
、
其

ノ
著
ル
シ
キ
モ
ノ
ハ
船
底
ニ
属
ス
ル
部
分
ニ
シ
テ
、
合
ノ
子
船
ハ
日
本
形
船
ト
同

シ
構
造
法
ニ
依
リ
、
龍
骨
ノ
外
部
両
側
ニ
付
ス
ル
「
か
ぢ
き
」
ハ
艏
艉
両
端
ニ
貫

通
シ
、
殊
ニ
両
極
端
ニ
至
リ
テ
ハ
其
ノ
高
サ
甚
タ
大
ニ
シ
テ
、
内
部
ニ
ハ
通
例
内

龍
骨
ヲ
付
セ
ス
、
是
レ
合
ノ
子
船
ヲ
西
洋
形
船
ヨ
リ
区
別
ス
へ
キ
主
ナ
ル
部
分
ナ

リ
ト
ス

福
地
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
進
歩
し
た
構
造
法
の
合
の
子
船
が
西
洋
形
船
と
大
き

く
異
な
る
の
は
船
底
部
で
、
和
船
の
構
造
法
に
倣
っ
て
「
か
ぢ
き
」
つ
ま
り
加
敷
を
龍

骨
の
両
側
に
取
り
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
根
棚
と
も
称
さ
れ
る
加
敷

は
航
の
両
側
に
取
り
付
け
る
棚
板
で
、
和
船
に
特
有
の
材
で
あ
る
。
合
の
子
船
と
西
洋

形
帆
船
を
比
較
し
た
図
を
み
る
と
、
幅
は
西
洋
形
に
比
し
て
広
い
か
ら
、
合
の
子
船
の

龍
骨
は
舳
艫
で
狭
く
、
中
央
部
で
ふ
く
ら
ん
で
い
た
は
ず
で
、
龍
骨
と
称
し
な
が
ら
、

西
洋
形
の
直
材
の
龍
骨
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
（
図
111
）。

　
合
の
子
船
が
和
式
を
加
味
し
た
船
底
部
を
採
用
し
た
理
由
に
つ
い
て
福
地
は
こ
う
指

摘
す
る
。

斯
ク
合
ノ
子
船
ト
西
洋
形
船
ト
ハ
其
構
造
甚
タ
相
類
似
シ
、
諸
材
ノ
寸
法
即
チ
梁

受
材
、
彎
曲
内
板
、
龍
骨
等
ハ
多
ク
同
一
ノ
西
洋
形
船
ニ
付
ス
ル
モ
ノ
ヨ
リ
大
ナ

ル
モ
ノ
ヲ
用
フ
、
而
シ
テ
所
々
西
洋
形
船
ト
異
ナ
ル
構
造
法
ヲ
用
フ
ル
ハ
元
ヨ
リ

製
造
ノ
費
用
ヲ
減
ス
ル
ニ
在
リ
ト
謂
ハ
ヽ
謂
ヒ
、
寧
ロ
然
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
西
洋
形

船
ノ
部
類
ニ
編
入
セ
ラ
ル
ヽ
ノ
恐
レ
ア
ル
ヲ
以
ナ
リ
、
今
第
三
図
ニ
就
テ
船
底
ノ

構
造
法
ヲ
見
ル
ニ
、
合
ノ
子
船
ハ
日
本
形
船
ト
同
シ
ク
多
ク
ノ
材
料
ヲ
要
シ
、
工

業
大
ニ
面
倒
ナ
リ

合
の
子
船
が
部
分
的
に
非
西
洋
形
構
造
法
を
採
用
す
る
の
は
、
建
造
費
を
低
く
抑
え
る

た
め
か
、
さ
な
く
ば
西
洋
形
船
に
編
入
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
船
主
が
持
船
の
西
洋

形
編
入
を
嫌
う
の
は
、
西
洋
形
船
舶
検
査
規
則
・
西
洋
形
船
船
長
運
転
手
免
状
規
則
・

西
洋
形
船
海
員
雇
入
雇
止
規
則
・
登
簿
船
免
状
規
則
と
い
っ
た
西
洋
形
船
に
の
み
適
用

さ
れ
る
法
律
の
制
約
を
受
け
る
の
が
一
因
で
あ
り
、
龍
骨
に
和
式
の
根
棚
を
付
加
し
た

船
底
部
は
、
龍
骨
だ
け
の
船
底
部
に
比
し
て
多
く
の
手
間
と
建
造
費
を
要
す
る
に
し
て

も
、
西
洋
形
編
入
防
止
に
は
必
要
で
あ
っ
た
。
な
お
、
明
治
一
六
年
か
ら
明
治
二
二
年
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図 105　鉄道博物館雛形の舵

図 106　『大和形船製造寸法書』の第 40 図図 107　『大和形船製造寸法書』の第 38 図
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ま
で
の
お
よ
そ
六
年
間
の
税
制
上
の
措
置
を
除
い
て
明
治
二
九
年
ま
で
合
の
子
船
は
日

本
形
船
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
。

　
福
地
の
演
説
を
聴
く
と
、
新
型
の
中
棚
よ
り
下
の
船
底
部
が
進
歩
し
た
構
造
法
の
合

の
子
船
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
誰
し
も
気
づ
こ
う
。
も
っ
と
も
、
棚
板
造
り
の
た
め
に

西
洋
形
と
認
定
さ
れ
る
恐
れ
が
皆
無
の
新
型
で
は
龍
骨
に
根
棚
を
取
り
付
け
て
も
、
根

棚
状
の
材
を
龍
骨
に
接
ぎ
合
わ
せ
て
も
、
い
ず
れ
で
も
よ
か
っ
た
が
、
根
棚
状
の
材
を

接
ぎ
合
わ
せ
た
龍
骨
は
西
洋
形
の
龍
骨
と
認
定
さ
れ
る
恐
れ
が
多
分
に
あ
っ
た
た
め
、

合
の
子
船
に
は
龍
骨
に
根
棚
を
取
り
付
け
る
以
外
に
選
択
肢
は
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
新
型
は
洋
式
の
舵
を
装
備
す
る
た
め
の
棚
板
造
り
の
船
体
と
い
っ
て
よ

く
、
船
底
部
と
船
尾
廻
り
に
限
れ
ば
、
基
本
的
に
は
進
歩
し
た
合
の
子
船
と
同
じ
な
の

で
、
旧
型
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
よ
り
も
、
進
歩
し
た
合
の
子
船
か
ら
派
生
し
た

と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
進
歩
し
た
合
の
子
船
は
、
西
洋
形
船
船
長
運
転
手
機
関
手
試
験

免
状
規
則
と
西
洋
形
船
海
員
雇
入
雇
止
規
則
が
施
行
さ
れ
た
明
治
一
二
年
に
東
京
の
造

船
家
間は

ざ
ま

格
次
郎
が
考
案
し
た
と
い
う
か
ら
、
新
型
は
明
治
一
○
年
代
後
半
に
は
出
現

し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
で
は
、
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社
雛
形
・
鳴
門
金
刀
比
羅
神
社
雛
形
は
、
な
ぜ
根
棚
を
龍

骨
に
取
り
付
け
ず
に
根
棚
状
の
材
を
龍
骨
に
接
ぎ
合
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想

起
す
べ
き
は
、
明
治
四
年
八
月
布
告
の
船
税
規
則
の
付
則
と
し
て
一
二
月
に
大
蔵
省
が

制
定
し
た
積
石
噸
数
改
方
法
則
で
、
次
の
よ
う
に
石
数
改
方
法
則
を
定
め
て
い
る
。

　
　
　
　
表
梁
　
艫
梁
　
胴
梁
二
タ
所

…
印
有
之
候
ニ
テ
幅
ノ
丈
尺
ヲ
差
シ
、
右
ヲ
合
シ
テ
平
均
四
ツ
割
ト
シ
、
又
同

所
ニ
テ
深
サ
ノ
尺
寸
ヲ
差
シ
、
是
モ
合
シ
テ
平
均
四
ツ
割
ト
シ
、
是
ヲ
乗
合

シ
、
而
シ
テ
表
ノ
長
サ
ノ
合
数
ヲ
乗
ケ
テ
尺
坪
何
程
ト
見
ル
、
此
尺
坪
ヲ
升
法

六
四
五
五
三
ニ
テ
除
シ
石
数
ヲ
立
ル
、
其
内
二
割
ヲ
減
シ
テ
全
ク
之
積
石
ト
ス

図 108　『大和形船製造寸法書』の第 39 図

図 109　鳴門桑島八幡神社雛形の舵
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譬
ハ
船
ノ
幅
、
表
二
丈
、
胴
ノ
間
二
丈
一
尺
宛
二
タ
所
、
艫
二
丈
、
合
セ
テ
四

ツ
割
ト
シ
平
均
二
丈
五
寸
也
、
深
サ
表
七
尺
八
寸
、
胴
ノ
間
八
尺
宛
二
タ
所
、

艫
七
尺
七
寸
、
合
セ
テ
四
ツ
割
ト
シ
平
均
七
尺
八
寸
七
分
五
厘
也
、
是
ヘ
幅
ノ

平
均
二
丈
五
寸
ヲ
乗
合
シ
、
而
シ
テ
長
五
丈
ヲ
乗
レ
ハ
尺
坪
八
○
七
一
八
七
五

也
、
此
尺
坪
ヲ
升
法
六
四
五
五
三
ニ
テ
割
レ
ハ
石
数
千
二
百
五
十
石
四
斗
二
升

六
合
也
、
是
ヘ
八
ヲ
乗
レ
ハ
二
割
減
シ
千
石
三
斗
四
升
八
勺
得
ル

要
す
る
に
、
船
体
の
四
カ
所
の
幅
お
よ
び
深
さ
の
平
均
値
に
長
さ
を
掛
け
合
わ
せ
、
一

石
に
相
当
す
る
容
量
六
・
四
五
五
三
立
法
尺
（
明
治
七
年
四
月
以
降
は
六
・
四
八
二
七
立

法
尺
）
で
除
し
た
値
の
八
割
を
も
っ
て
積
石
数
と
す
る
の
が
明
治
四
年
の
積
量
測
度
法

で
あ
る
。
こ
の
石
は
従
来
慣
用
さ
れ
た
米
一
石
を
四
○
貫
と
す
る
重
量
石
で
は
な
く
、

当
時
の
量
制
に
一
致
し
た
容
積
石
で
あ
る
し
、
前
述
の
明
治
一
七
年
四
月
の
船
舶
積
量

測
度
規
則
の
定
め
る
石
は
一
石
を
一
○
立
法
尺
と
す
る
当
時
の
量
制
と
は
ま
っ
た
く
無

関
係
な
新
し
い
容
積
の
単
位
で
あ
る
。

　
明
治
四
年
の
測
度
法
は
、
積
量
単
位
の
み
な
ら
ず
、
測
定
個
所
の
多
さ
で
も
従
来
と

は
異
な
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
慣
用
さ
れ
た
大
工
間
尺
で
は
航
長
さ
と
腰
当
船
梁
の

幅
・
深
さ
を
測
り
、
一
方
、
石
数
改
方
法
則
で
は
、「
表
梁
」
か
ら
「
艫
梁
」
ま
で
の

五　宝暦期以後の弁才船

図 110　合の子船
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長
さ
と
「
表
梁
」「
艫
梁
」「
胴
梁
二
タ
所
」
の
幅
・
深
さ
を
測
る
。
幅
と
深
さ
に
つ
い

て
は
四
カ
所
の
測
定
と
速
断
さ
れ
か
ね
な
い
が
、
付
図
か
ら
し
て
も
、
計
算
例
を
み
て

も
、
明
ら
か
に
「
胴
梁
二
タ
所
」
は
腰
当
船
梁
の
舳
と
艫
の
こ
と
だ
か
ら
、
三
カ
所
を

測
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
で
も
、
大
工
間
尺
に
比
す
れ
ば
、
幅
・
深
さ
の
三
カ
所
は
多
い
。

　
大
蔵
省
は
積
石
噸
数
改
方
法
則
の
前
文
で
「
大
體
ノ
標
準
ト
シ
テ
別
紙
ノ
通
制
則
相

達
候
」
と
大
枠
を
提
示
し
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
測
定
の
実
態
を
廻
船
売
渡
証
文
で

確
認
す
る
と
、
証
文
に
は
表
梁
・
表
胴
・
艫
胴
・
艫
梁
の
幅
と
深
さ
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
見
、
石
数
改
方
法
則
通
り
の
測
定
が
行
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
表
胴
と

艫
胴
の
測
定
値
は
同
一
で
は
な
い
の
で
、
両
者
は
同
じ
船
梁
の
舳
と
艫
で
は
な
く
、
別

の
船
梁
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
明
ら
か
に
測
定
個
所
が
一
カ
所
増
え
て
い
る
。
他
の
測

度
記
録
と
照
合
し
て
表
梁
・
表
胴
・
艫
胴
・
艫
梁
が
具
体
的
に
ど
の
船
梁
を
指
す
か
を

調
べ
て
み
る
と
、
表
梁
は
羽
口
船
梁
つ
ま
り
三
の
間
船
梁
、
表
胴
は
腰
当
船
梁
、
艫
胴

は
切
船
梁
、
艫
梁
は
轆
轤
座
船
梁
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
測
定
個
所
の
変
更
を
大

蔵
省
は
府
県
に
通
達
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
何
と
も
解
せ
な
い
こ
と
に
該
当
す
る
達
を

見
出
せ
な
い
。

　
載
貨
容
積
と
載
貨
重
量
を
比
較
し
て
も
意
味
の
な
い
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
明
治
四

年
の
測
度
法
と
大
工
間
尺
に
よ
る
算
出
石
数
の
大
小
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
算
出

式
に
注
目
す
る
と
、
大
工
間
尺
の
除
数
は
一
○
で
あ
る
の
に
対
し
、
六
・
四
五
五
三
（
明

治
七
年
四
月
以
降
は
六
・
四
八
二
七
）
で
割
っ
た
商
の
八
割
を
積
石
数
と
す
る
明
治
四

年
の
測
度
法
の
除
数
は
、
算
出
式
が
大
工
間
尺
と
同
じ
な
ら
八
・
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
長
さ
と
幅
と
深
さ
を
掛
け
合
わ
せ
た
値
が
等
し
い
と
す
る
と
、
明
治
四
年
の
測
度

法
の
積
石
数
は
大
工
間
尺
積
石
数
の
お
よ
そ
二
割
五
分
増
し
と
な
る
。
次
に
長
さ
・
幅
・

深
さ
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
明
治
四
年
の
測
度
法
の
三
の
間
船
梁
か
ら
轆
轤
座
船
梁
ま

で
の
長
さ
は
航
長
さ
と
ほ
ぼ
等
し
い
の
で
お
く
と
し
て
、
問
題
は
幅
と
深
さ
で
あ
る
。

普
通
、
腰
当
船
梁
の
幅
が
最
も
大
き
く
、
腰
当
船
梁
の
深
さ
が
最
も
小
さ
い
。
一
般
の

図 111　西洋形帆船（上）と合の子船（下）
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弁
才
船
の
場
合
、
四
カ
所
の
幅
の
平
均
は
腰
当
船
梁
の
幅
を
下
回
っ
て
も
、
四
カ
所
の

深
さ
の
平
均
は
腰
当
船
梁
の
深
さ
を
上
回
る
し
、
胴
の
間
を
張
ら
せ
、
船
首
尾
を
反
り

上
げ
た
北
前
船
の
場
合
、
四
カ
所
の
幅
の
平
均
は
腰
当
船
梁
の
幅
と
ほ
ぼ
等
し
く
と
も
、

四
カ
所
の
深
さ
の
平
均
は
腰
当
船
梁
の
深
さ
よ
り
一
割
以
上
も
大
き
い
。
石
井
謙
治
氏

の
研
究
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
年
の
測
度
法
に
よ
っ
て
北
前
船
の
積
石
数
は
大
工
間
尺
よ

り
三
割
前
後
の
増
石
を
き
た
し
た
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
測
定
個
所
が
増
え
れ
ば
、
深
さ
は
必
ず
増
大
す
る
。
弁
才
船
は
航
の
上

に
荷
敷
木
を
並
べ
、
竹
簀
を
敷
い
て
荷
物
を
積
む
が
、
根
棚
よ
り
下
に
積
め
る
荷
物
の

量
は
限
ら
れ
て
い
る
。
積
め
る
荷
物
の
量
と
減
石
の
効
果
を
天
秤
に
か
け
て
、
両
舷
の

根
棚
の
あ
い
だ
に
仕
切
り
を
入
れ
、
板
を
張
っ
て
深
さ
を
減
じ
る
船
が
現
れ
る
の
も
不

思
議
は
な
い
。
根
棚
の
上
面
を
閉
ざ
し
た
船
は
明
治
一
九
年
の
東
京
国
立
博
物
館
薩
摩

形
雛
形
と
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
が
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。
鉄
道
博
物
館
雛
形
や
広
海
家
廣
徳
丸
雛
形
（
広
海
家
蔵
、
加
賀
市
北

前
船
の
里
資
料
館
寄
託
）
の
よ
う
に
仕
切
り
ま
で
作
る
雛
形
は
稀
で
あ
っ
て
、
河
野
右

近
家
八
幡
丸
雛
形
や
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
の
よ
う
に
上
面
を
閉
ざ
し
た
根
棚
を
一
材
か

ら
刳
り
出
す
雛
形
が
珍
し
く
な
く
、
東
京
国
立
博
物
館
武
蔵
丸
雛
形
の
よ
う
に
根
棚
の

上
面
が
板
で
閉
ざ
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
省
略
と
み
て
よ
か
ろ
う（
図
112
）。
も
と
よ
り
、

航
の
上
に
荷
物
を
積
ま
ず
、
根
棚
の
上
面
が
板
で
閉
ざ
さ
れ
る
と
、
根
棚
を
別
の
材
で

代
替
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社
雛
形
と
鳴
門
金
刀
比
羅
神
社
雛

形
の
よ
う
な
上
面
を
閉
ざ
し
た
根
棚
状
の
材
を
龍
骨
に
接
ぎ
合
わ
せ
る
船
が
出
現
し
た

の
も
う
な
ず
け
よ
う
。

　
測
度
法
に
関
す
る
法
律
の
深
さ
の
定
義
を
み
て
お
く
と
、
明
治
一
七
年
四
月
の
船
舶

積
量
測
度
規
則
の
付
則
で
あ
る
船
舶
積
量
測
度
方
法
の
第
四
条
第
二
項
は
、
船
首
室
か

ら
船
尾
ま
で
の
船
底
長
を
四
等
分
し
、
前
後
点
と
四
等
分
点
の
深
さ
を
測
っ
て
、
平
均

値
を
日
本
形
回
漕
船
の
船
梁
下
船
艙
の
深
さ
と
せ
よ
、
と
定
め
て
お
り
、
船
舶
積
量
測

度
方
法
を
図
解
し
た
明
治
二
一
年
三
月
の
船
舶
積
量
測
度
図
解
の
第
六
款
日
本
形
回
漕

船
の
石
数
測
度
第
二
項
は
船
梁
下
船
艙
の
深
さ
を
「
船
梁
ノ
上
面
ヨ
リ
船
底
ニ
至
ル
深
」

と
定
義
し
て
い
る
。
確
か
に
下
の
基
準
面
が
船
底
な
ら
間
違
い
よ
う
が
な
く
、
ど
の
よ

う
な
日
本
形
回
漕
船
の
船
底
に
も
対
処
で
き
よ
う
。

　
深
さ
の
下
の
基
準
面
を
具
体
的
に
定
義
し
た
の
は
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
三
月
の

船
舶
積
量
測
度
法
に
関
連
し
て
七
月
に
制
定
さ
れ
た
船
舶
積
量
測
度
心
得
第
四
九
條

で
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

石
数
船
ノ
船
艙
ノ
石
数
ヲ
算
定
ス
ル
ニ
用
ウ
ル
深
ハ
、
加
敷
ヲ
有
ス
ル
船
舶
ニ
在

リ
テ
ハ
加
敷
ト
外
板
ト
ノ
接
合
部
ヨ
リ
、
加
敷
ヲ
有
セ
サ
ル
船
舶
ニ
在
リ
テ
ハ
航

ト
外
板
ト
ノ
接
合
部
ヨ
リ
測
ル
ヘ
シ

明
治
時
代
の
雛
形
を
調
査
し
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
条
文
は
ま
ず
解
釈
で
き
ま

い
。「
加
敷
ヲ
有
ス
ル
船
舶
」
が
三
階
造
り
の
旧
型
船
、「
加
敷
ヲ
有
セ
サ
ル
船
舶
」
が

二
階
造
り
の
旧
型
船
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
も
、
前
者
に
三
階
造
り
の
新
型
船
、
後

者
に
根
棚
状
の
材
を
龍
骨
に
接
ぎ
合
わ
せ
た
新
型
船
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
は
思
い
至
ら

ず
、
ま
た
「
加
敷
ヲ
有
ス
ル
船
舶
」
の
場
合
、
根
棚
の
上
面
が
板
で
ふ
さ
が
れ
て
い
る

た
め
、
根
棚
と
外
板
つ
ま
り
中
棚
の
付
留
を
基
準
と
す
る
こ
と
も
理
解
で
き
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
大
正
三
年
七
月
に
第
四
九
條
で
測
度
の
実
態
を
反
映
し
た
深
さ
の
再
定
義
が

行
わ
れ
た
の
は
、
明
治
一
七
年
四
月
の
船
舶
積
量
測
度
規
則
の
制
定
以
来
、
一
度
も
改

訂
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
大
正
三
年
七
月
の
船
舶
積

量
測
度
規
定
で
も
明
治
一
七
年
四
月
の
船
舶
積
量
測
度
方
法
の
定
め
る
日
本
形
回
漕
船

の
測
度
法
を
受
け
継
い
で
い
る
。

　
最
後
に
船
体
の
小
さ
な
変
化
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
横
台
下
の
庇ひ

さ
しの

出
現
が
そ
れ
で
、

寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る

（
図
113
）。
も
っ
と
も
、
寄
掛
と
横
台
の
間
が
陰
板
で
ふ
さ
が
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
庇
は

雨
除
け
に
必
要
か
も
し
れ
な
い
が
、
陰か

げ
い
た板
の
な
い
船
は
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
を
最

五　宝暦期以後の弁才船
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後
に
姿
を
消
し
て
い
る
の
で
、
陰
板
に
装
飾
以
外
の
機
能
は
な
か
ろ
う
。

　
船
体
の
変
化
は
以
上
に
尽
き
る
が
、
最
後
に
船
体
と
関
連
の
深
い
釘
の
打
ち
方
の
変

化
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
お
そ
ら
く
釘
の
打
ち
方
も
種
々
に
変
化
し
た
と
思

わ
れ
る
が
、
変
化
を
確
認
で
き
る
の
は
根
棚
を
航
に
取
り
付
け
る
通
釘
の
み
で
あ
る
。

通
釘
は
釘
の
胴
を
打
ち
抜
い
て
、
尾
つ
ま
り
先
端
を
曲
げ
て
打
ち
込
む
。
こ
れ
を
尾
を

取
る
、
あ
る
い
は
尾
を
返
す
と
い
う
。
下
っ
て
も
一
七
世
紀
初
期
と
推
定
さ
れ
る
安
宅

船
の
図
面
に
描
か
れ
た
航
と
根
棚
の
結
合
部
の
断
面
図
を
見
る
と
、
尾
を
取
る
た
め
に

航
の
上
面
が
刳
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
根
棚
通
釘
の
尾
の
取
り
方
は
後
に
変
わ
る
。

『
和
漢
船
用
集
』
の
中
で
金
沢
兼
光
は
「
居イ

貫ヌ
キ
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

惣
航
の
縁
を
云
、
釘ク
ギ
を
持モ
ツ
処
也
、
案
ア
ン
ス
ルに
、
い
ぬ
き
の
幅ハ
ヾ
置
て
釘ク
ギ
を
ぬ
く
所
を
く
ほ

か
に
す
る
、
是
を
隈
と
る
と
云
、ゆ
ぬ
き
と
云
へ
き
を
、い
ぬ
き
と
呼ヨ
ビ
来キ
タ
る
成ナ
ル
へ
し

遅
く
も
一
七
世
紀
前
期
、
兼
光
の
時
代
に
は
根
棚
通
釘
は
航
の
両
側
に
掘
っ
た
溝
に
通

釘
を
打
ち
抜
い
て
尾
を
取
る
や
り
方
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
根

棚
通
釘
の
尾
の
取
り
方
は
変
化
し
、
文
政
六
年
に
『
席
船
諸
名
集
図
解
』
の
中
で
六
窓

軒
は
「
イ
ヌ
キ
」
に
つ
い
て
こ
う
記
す
（
図
114
）。

此
イ
ヌ
キ
文
字
不
詳
、
是
ハ
柁
木
ヨ
リ
打
釘
ノ
尾
ヲ
此
所
ヘ
出
ス
溝
也
、
古
ハ
専

用
ユ
レ
ト
モ
当
世
不
用
也
、
釘
サ
ビ
ニ
テ
持
上
ル
故
、
悪
キ
ト
ス
、
淺
溝
也
、
刀
・

脇
指
ノ
樋
ノ
如
シ

兼
光
と
は
「
イ
ヌ
キ
」
の
意
味
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
尾
が
錆
び

て
持
ち
上
が
る
た
め
、
兼
光
か
ら
一
世
紀
後
に
は
溝
に
尾
を
と
る
打
ち
方
は
廃
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
六
窓
軒
が
言
及
し
な
か
っ
た
彼
の
時
代
の
尾
の
取
り
方
を
知
る
に
は
、

実
船
に
し
く
は
な
い
。
安
政
四
年
建
造
の
阿
波
藩
御
召
鯨
船
千
山
丸
（
徳
島
城
博
物
館

蔵
）
の
航
を
み
る
と
、
確
か
に
尾
が
錆
び
な
い
よ
う
に
通
釘
一
本
ご
と
に
矩
形
の
溝
を

図 112　右近家八幡丸雛形の上面を閉ざした根棚

図 113　讃岐金刀比羅宮金比羅丸雛形の横台下の庇
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掘
っ
て
尾
を
取
っ
た
後
に
埋
木
し
て
お
り
、
こ
の
打
ち
方
は
パ
リ
の
図
面
集
に
載
る
明

治
二
一
年
の
一
五
○
○
石
積
弁
才
船
の
航
の
断
面
図
と
も
符
合
す
る
。

　
も
と
よ
り
、
根
棚
通
釘
を
打
つ
の
に
航
の
上
面
を
刳
っ
た
雛
形
も
な
け
れ
ば
、
航
の

両
側
に
溝
を
掘
っ
た
雛
形
も
な
い
。
し
か
し
、
埋
木
を
表
現
し
た
雛
形
な
ら
存
在
す
る
。

鉄
道
博
物
館
雛
形
が
そ
れ
で
あ
る
（
図
115
）。
こ
の
雛
形
は
船
体
構
造
を
み
せ
る
縦
断

雛
形
だ
け
に
、
実
に
入
念
に
造
ら
れ
て
お
り
、
船
体
構
造
の
研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
大

で
あ
る
が
、
基
本
的
な
船
体
構
造
は
不
変
に
せ
よ
、
時
の
推
移
に
よ
っ
て
細
部
の
構
造

が
変
化
す
る
可
能
性
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

上
廻
り
の
変
化

　
上
廻
り
は
一
八
世
紀
中
期
以
降
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
大
き
く
変
化
す
る
。
ま
ず
、
外
か

ら
見
え
る
上
廻
り
を
船
首
か
ら
順
を
追
っ
て
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
水
押
か
ら
二
の
間
船
梁
ま
で
の
あ
い
だ
が
前さ

き
の
ま間

（
小
間
と
も
い
う
）
で
、前
間
板
（
小

間
板
と
も
呼
ぶ
）
を
張
り
、
両
舷
に
五
尺
と
称
す
る
波
除
け
を
設
け
る
。
五
尺
は
柱
材

の
五
尺
と
板
材
の
五
尺
笹
板
よ
り
成
り
、
積
荷
の
あ
る
時
に
は
五
尺
と
笹
板
を
交
互
に

積
み
重
ね
、
空
船
の
時
に
は
碇
の
操
作
が
し
や
す
い
よ
う
に
取
り
外
す
。
元
禄
期
に
七

本
を
数
え
た
五
尺
は
、遅
く
も
享
保
期
（
一
七
一
六
～
一
七
三
五
）
初
年
に
上
五
尺
（
山

五
尺
と
も
い
う
）、
中
五
尺
、
下
五
尺
の
三
本
を
標
準
と
し
た
。
ち
な
み
に
、
海
田
熊

野
神
社
雛
形
の
よ
う
な
小
船
な
ら
と
も
か
く
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
の
佐
柳
八
幡

神
社
雛
形
の
よ
う
な
大
船
の
五
尺
二
本
は
珍
し
い
（
図
116
）。

　
上
五
尺
と
中
五
尺
の
あ
い
だ
に
五
尺
を
一
本
追
加
し
た
四
本
の
五
尺
は
、
文
政
七
年

の
相
良
大
江
八
幡
宮
八
幡
丸
雛
形
に
初
め
て
登
場
す
る
（
図
117
）。
し
か
し
、
国
立
国

会
図
書
館
蔵
の
「
千
石
積
菱
垣
廻
船
二
拾
分
一
図
」
の
推
定
制
作
年
代
か
ら
す
れ
ば
、

出
現
時
期
の
下
限
を
文
化
期
（
一
八
○
四
～
一
八
一
七
）
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
も
大
過

な
か
ろ
う
。
三
本
の
五
尺
と
違
っ
て
四
本
の
五
尺
の
呼
称
は
不
明
な
の
で
、
上
か
ら
順

に
上
五
尺
、
中
上
五
尺
、
中
五
尺
、
下
五
尺
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
三
本
の
五
尺
の

場
合
、
五
尺
は
等
間
隔
に
配
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
上
五
尺
と
中
五
尺
の
間
隔

が
広
い
の
に
対
し
て
、
四
本
の
五
尺
の
場
合
、
間
隔
は
ほ
ぼ
等
し
い
。
前
述
の
よ
う
に
、

国
会
図
書
館
本
の
菱
垣
廻
船
は
、
船
足
を
腰
当
船
梁
の
下
面
よ
り
深
く
入
れ
る
代
わ
り

に
舳
の
垣
立
を
高
く
し
て
い
る
の
で
、
間
隔
の
広
が
っ
た
上
五
尺
と
中
五
尺
の
あ
い
だ

に
五
尺
を
一
本
増
や
し
た
の
も
納
得
が
ゆ
こ
う
が
、
相
良
大
江
八
幡
宮
八
幡
丸
雛
形
は
、

垣
立
の
高
さ
は
並
み
な
の
に
、
五
尺
は
や
は
り
四
本
で
あ
る
。

五　宝暦期以後の弁才船

図 115　鉄道博物館雛形の航の通釘の埋木 図 114　イヌキ



46

　
で
は
、
垣
立
の
高
低
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
尺
を
一
本
増
や
す
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な

利
点
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
五
尺
が
三
本
で
も
四
本
で
も
外
観
に
相
違
は
な
い
の
で
、

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
「
凡
千
石
積
二
十
分
一
之
図
」
の
縦
断
面
図
と
天
保
期

（
一
八
三
○
～
一
八
四
三
）
末
年
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
『
造
船
図
』
の
縦
断
面
図
で

五
尺
の
内
側
を
比
較
す
る
と
、相
違
す
る
の
は
五
尺
の
投な

ぎ
れ入

受
の
有
無
で
、後
者
に
あ
っ

て
、
前
者
に
は
な
い
。
五
尺
の
内
側
へ
の
動
き
を
防
止
し
、
五
尺
を
よ
り
強
固
に
固
定

す
る
の
が
五
尺
の
投
入
受
の
機
能
で
あ
る
こ
と
は
、
鉄
道
博
物
館
雛
形
や
佐
賀
大
堂
神

社
雛
形
の
よ
う
な
明
治
時
代
の
雛
形
を
み
る
と
よ
く
わ
か
る
（
図
118
）。
五
尺
の
内
側

に
五
尺
の
投
入
受
を
は
め
込
ん
で
投
入
を
入
れ
て
突
っ
張
り
、
そ
の
う
え
に
後
述
す
る

踏ふ
だ
て立
用
の
投
入
を
横
山
か
ら
五
尺
の
丑う

し

に
渡
し
て
押
さ
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
五
尺
の
投
入
受
を
は
め
込
ん
で
五
尺
に
均
等
に
力
を
か
け
る
に
は
、
三
本
の
五

尺
よ
り
も
等
間
隔
に
配
置
さ
れ
た
四
本
の
五
尺
の
ほ
う
が
好
都
合
で
あ
っ
た
は
ず
で
、

五
尺
の
投
入
受
と
四
本
の
五
尺
は
同
時
に
出
現
し
た
に
違
い
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
足
洗
と
い
う
上
筋
が
大
筋
の
上
に
追
加
さ
れ
て
高
く
な
っ

た
舳
の
垣
立
が
、
五
尺
の
補
強
と
同
時
に
高
い
垣
立
に
も
対
応
可
能
な
四
本
の
五
尺
の

普
及
に
拍
車
を
か
け
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
く
、
三
本
の
五
尺
は
天
保
一
四
年
に

姿
を
消
す
。

　
五
尺
を
取
り
付
け
た
時
、
碇
の
操
作
の
便
を
図
っ
て
カ
ラ
カ
イ
立
の
頂
部
を
連
結
す

る
カ
ラ
カ
イ
（
横
山
と
も
呼
ぶ
）
と
五
尺
の
丑
に
投
入
を
渡
し
、
踏
立
を
敷
く
。
五

尺
の
左
右
の
動
き
を
止
め
る
丑
の
存
在
を
初
め
て
確
認
で
き
る
の
は
、
モ
ー
ス
が
持
ち

帰
っ
た
幕
府
の
御
城
米
積
船
の
雛
形（
ピ
ー
ボ
デ
ィ
・
エ
セ
ッ
ク
ス
博
物
館
蔵
）で
あ
る
。

こ
の
雛
形
の
推
定
製
作
年
代
で
あ
る
明
和
・
安
永
期
（
一
七
六
四
～
一
七
八
○
）
よ
り

ど
れ
く
ら
い
さ
か
の
ぼ
っ
て
丑
が
出
現
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
丑
の
起
源
が
享
保

三
年
（
一
七
一
八
）
の
『
廻
船
之
図
』
に
載
る
中
五
尺
の
「
五
尺
ノ
左
右
ヲ
ト
メ
ル
貫
」

で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
丑
を
入
れ
る
の
は
、
五
尺
が
三
本
の
場
合
に
は
上

五
尺
と
中
五
尺
の
あ
い
だ
、
五
尺
が
四
本
の
場
合
に
は
上
五
尺
と
中
上
五
尺
の
あ
い
だ

で
、
幕
末
に
な
る
と
中
上
五
尺
と
中
五
尺
の
あ
い
だ
に
丑
を
追
加
し
て
、
下
の
丑
に
投

入
を
渡
す
船
が
現
れ
る
。
普
通
、
投
入
は
二
本
で
あ
る
が
、
船
に
よ
っ
て
は
一
本
あ
る

い
は
三
本
の
こ
と
も
あ
る
（
図
119
～
121
）。

　
幕
末
に
、
本
来
、
取
外
し
式
の
五
尺
の
下
部
を
造
り
付
け
に
し
た
船
が
出
現
す
る
。

そ
の
嚆
矢
は
嘉
永
五
年
の
西
神
崎
湊
十
二
社
雛
形
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
鉄
道
博
物
館

雛
形
の
よ
う
に
造
り
付
け
の
中
五
尺
以
下
を
別
材
で
造
る
の
で
な
け
れ
ば
、
外
観
だ
け

で
造
り
付
け
か
否
か
の
区
別
は
つ
か
な
い（
図
122
）。
た
と
え
ば
、慶
応
元
年（
一
八
六
五
）

の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
が
そ
う
で
、
外
側
か
ら
み
る
と
五
尺
は
四
本
あ
る

の
に
、
内
側
を
み
る
と
三
本
し
か
な
く
、
中
五
尺
よ
り
下
は
板
に
な
っ
て
い
て
、
外
側

の
下
五
尺
は
作
り
物
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
（
図
123
）。
造
り
付
け
の
五
尺
は
中

五
尺
以
下
と
は
限
ら
ず
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
、
た
と
え
ば
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社
雛
形
は
上

五
尺
以
下
、
東
京
国
立
博
物
館
武
蔵
丸
雛
形
は
上
中
五
尺
以
下
、
広
海
家
廣
徳
丸
雛
形

（
広
海
家
蔵
、加
賀
市
北
前
船
の
里
資
料
館
寄
託
）
や
大
家
家
両
徳
丸
雛
形
（
大
家
家
蔵
、

船
の
科
学
館
寄
託
）
は
中
五
尺
笹
板
以
下
、
東
京
大
学
明
治
丸
雛
形
は
下
五
尺
以
下
で

あ
る
。
造
り
付
け
の
五
尺
の
呼
称
は
後
述
す
る
場
合
を
除
い
て
不
明
で
あ
る
が
、な
か
っ

た
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
、
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
民
吉
丸
雛
形
の
よ
う
な
五
尺
が
三
本
の

雛
形
が
中
五
尺
以
下
を
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
同
様
に
造
り
付
け
に
す
る
の

は
製
作
上
の
都
合
に
よ
る
。

　
五
尺
を
造
り
付
け
に
し
た
雛
形
の
な
か
で
も
特
異
な
の
は
、
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社
雛

形
で
あ
る
（
図
124
）。
五
尺
全
体
が
造
り
付
け
で
、
取
り
外
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
小

浜
若
狭
彦
神
社
雛
形
の
よ
う
に
、
取
外
し
式
の
五
尺
を
外
側
に
五
尺
風
の
凹
凸
を
つ
け

た
板
で
代
用
す
る
雛
形
が
珍
し
く
な
い
。
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社
雛
形
の
五
尺
も
同
じ
な

の
で
、
同
類
と
即
断
し
か
ね
な
い
が
、
取
外
し
式
の
五
尺
に
付
き
物
の
五
尺
立
が
な
く
、

造
り
付
け
と
知
れ
よ
う
。
本
来
の
機
能
を
失
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
船
首
部
を
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五
尺
風
に
造
る
の
は
、
五
尺
が
日
本
形
船
と
し
て
の
外
観
に
不
可
欠
だ
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。
福
地
文
一
郎
の
い
う
最
も
構
造
法
の
進
歩
し
た
合
の
子
船
の
船
首
部
が
こ
の
雛

形
と
同
じ
な
の
は
、
外
観
を
一
見
し
た
だ
け
で
合
の
子
船
と
知
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ち

な
み
に
、
こ
の
雛
形
に
下
貫か

ん
ぬ
き木
が
な
く
、
代
わ
り
に
上
貫
木
が
二
本
あ
る
の
も
特
異
で

あ
る
。

　
五
尺
の
下
部
が
造
り
付
け
に
な
る
と
、
碇
繰
り
に
用
い
る
下
貫
木
を
上
棚
か
ら
五
尺

の
下
部
に
移
す
船
が
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
初
登
場
す
る
。
金
刀
比
羅
神
社
（
新

潟
市
中
央
区
西
厩
島
町
）
に
奉
納
さ
れ
た
大
成
丸
雛
形
が
そ
れ
で
あ
る
。
下
貫
木
の
上

昇
は
碇
繰
り
と
関
係
が
あ
り
そ
う
に
思
え
よ
う
が
、
鉄
道
博
物
館
雛
形
や
東
京
国
立
博

物
館
薩
摩
形
雛
形
の
よ
う
に
五
尺
の
下
部
が
造
り
付
け
な
の
に
下
貫
木
は
従
来
通
り
の

船
も
あ
る
の
で
、
碇
繰
り
と
は
関
係
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
五
尺
付
の
下
貫
木
は
北
前

船
に
多
い
か
ら
、
北
前
船
に
起
源
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
下
貫
木
の
取
付
け
位
置
は
地
敷
上
と
下
五
尺
上
の
高
低
二
通
り
あ
り
、
前
者
の
例
と

し
て
は
大
成
丸
雛
形
、
河
野
右
近
家
八
幡
丸
雛
形
、
明
治
一
九
年
の
佐
賀
大
堂
神
社
雛

形
、
東
京
大
学
明
治
丸
雛
形
、
鳴
門
金
刀
比
羅
神
社
雛
形
、
東
京
国
立
博
物
館
武
蔵
丸

雛
形
、
後
者
の
例
と
し
て
は
広
海
家
廣
徳
丸
雛
形
、
大
家
家
両
徳
丸
雛
形
が
あ
る
（
図

五　宝暦期以後の弁才船

図 116　佐柳島八幡神社雛形の五尺

図 117　相良大江八幡宮八幡丸雛形の五尺

図 118　鉄道博物館雛形の投入受
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125
・
126
）。『
大
和
形
船
製
造
寸
法
書
』
の
外
水
押
・
頬ほ

お
べ
ら面

・
小
間
除の

け
だ
な棚

・
五
尺
の
図
を

み
る
と
、
下
貫
木
の
位
置
は
前
者
で
あ
る
か
ら
、
前
者
が
一
般
的
な
の
だ
ろ
う
。

　
普
通
、
前
間
板
を
張
る
の
は
、
下
貫
木
が
地
敷
上
に
あ
っ
て
も
、
下
五
尺
上
に
あ
っ

て
も
、
下
五
尺
の
下
端
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
下
五
尺
は
造
り
付

け
で
、
五
尺
の
ど
こ
ま
で
を
造
り
付
け
に
す
る
か
は
前
述
の
よ
う
に
船
に
よ
っ
て
異
な

る
。
東
京
国
立
博
物
館
武
蔵
丸
雛
形
は
下
五
尺
を
欠
く
が
、
前
間
板
を
張
る
の
は
下
貫

木
の
上
面
、
つ
ま
り
下
五
尺
の
下
端
に
相
当
す
る
位
置
で
あ
る
。
例
外
は
大
成
丸
雛
形

と
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
で
、
前
間
板
を
従
来
通
り
地
敷
の
下
端
に
張
っ
て
い
る
。

　
下
貫
木
の
上
昇
に
と
も
な
っ
て
下
五
尺
と
地
敷
の
呼
称
が
ど
う
変
化
し
た
か
を
調
べ

て
み
る
と
、「
日
本
形
北
前
船
図
」（
船
の
科
学
館
蔵
）
は
下
五
尺
を
上
地
敷
、
地
敷
を

下
地
敷
と
呼
び
、「
久
恵
丸
合
船
十
分
一
之
縮
図
」（
右
近
家
蔵
、
北
前
船
主
の
館
寄
託
）

は
地
敷
か
ら
名
称
を
奪
っ
て
、
地
敷
の
名
称
を
下
五
尺
に
あ
た
え
、『
大
和
形
船
製
造

寸
法
書
』
は
下
五
尺
を
上
地
敷
、
地
敷
を
地
敷
と
称
し
て
い
る
。
下
五
尺
が
地
敷
あ
る

い
は
上
地
敷
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
下
五
尺
が
造
り
付
け
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お

図 119　広海家廣徳丸雛形の前間の 2 本の投入

図 120　西神崎湊十二社雛形の前間の 1 本の投入
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り
、
前
間
板
の
位
置
が
地
敷
か
ら
下
五
尺
に
変
わ
っ
た
当
然
の
結
果
と
い
っ
て
よ
か
ろ

う
。『
大
和
形
船
製
造
寸
法
書
』
は
上
中
五
尺
と
中
五
尺
も
上
地
敷
と
称
し
て
い
る
が
、

造
り
付
け
の
材
で
あ
る
地
敷
の
称
を
取
り
外
せ
る
両
五
尺
に
付
す
こ
と
は
で
き
ず
、
何

ら
か
の
誤
解
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
両
五
尺
が
取
り
外
せ
る
こ
と
は
本

書
の
五
尺
立
の
図
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　
五
尺
の
変
化
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
五
尺
に
続
く
舳
の
垣
立
に
目
を
転
じ
る
と
、

舳
の
垣
立
と
は
二
番
船
梁
上
の
カ
ラ
カ
イ
立
か
ら
伝て

ん
ま
こ
み
お
も
て
の
い
ち
ば
ん
た
つ

馬
込
舳
一
番
立
ま
で
の
垣
立
を
い

い
、
両
舷
の
カ
ラ
カ
イ
立
の
頂
部
を
カ
ラ
カ
イ
と
称
す
る
横
梁
（
横
山
と
も
呼
ぶ
）
で

連
結
し
、
台
上
に
立
て
た
立
の
上
部
を
雨あ

ま
お
さ
え押で
固
め
、
立
に
は
筋
を
取
り
つ
け
る
。
筋

に
は
立
を
貫
通
す
る
貫ぬ

き
す
じ筋
と
外
面
に
つ
け
る
上う

わ
す
じ筋
の
二
つ
が
あ
り
、
舳
の
垣
立
の
下
通

り
の
幅
の
広
い
上
筋
を
特
に
大お

お
す
じ筋

と
呼
ぶ
。

　
カ
ラ
カ
イ
は
雨
押
よ
り
高
か
っ
た
が
、
や
が
て
雨
押
の
上
面
と
面つ

ら
い
ち一

に
な
り
、
最
終

的
に
は
雨
押
の
下
面
近
く
ま
で
下
が
る
。

高
い
カ
ラ
カ
イ
は
寛
政
五
年
に
廃
れ
、
雨

押
の
上
面
と
面
一
の
カ
ラ
カ
イ
は
延
享
三

年
（
一
七
四
六
）
に
登
場
し
て
、
文
化
三

年
（
一
八
○
六
）
に
姿
を
消
し
、
最
終
状

態
の
カ
ラ
カ
イ
は
天
明
四
年
に
蛯
沢
稲
荷

神
社
（
南
相
馬
市
小
高
区
蛯
沢
）
に
奉
納

さ
れ
た
雛
形
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
（
図

127
）。
カ
ラ
カ
イ
が
雨
押
の
上
面
と
面
一

か
下
面
付
近
ま
で
下
が
る
と
、
関
船
に
な

ら
っ
て
上
に
ふ
く
ら
ん
で
い
た
上
面
は
平

ら
に
な
る
（
図
128
）。
し
か
し
、
雨
押
の

下
面
付
近
ま
で
下
が
っ
て
も
、
蛯
沢
稲
荷

神
社
雛
形
や
小
浜
若
狭
彦
神
社
雛
形
の
よ

う
に
原
型
を
と
ど
め
る
カ
ラ
カ
イ
も
ま
ま

み
ら
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
文
政
七
年

（
一
八
二
四
）
の
佐
柳
八
幡
神
社
雛
形
や

文
政
一
三
年
の
喜
多
浦
大
神
八
幡
神
社
雛

形
の
よ
う
に
下
に
湾
曲
し
た
カ
ラ
カ
イ
が

五　宝暦期以後の弁才船

図 121　東京国立博物館薩摩形雛形の前間の 3 本の投入

図 122　鉄道博物館雛形の五尺
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図 124　鳴門桑島八幡神社雛形の五尺

図 123　讃岐金刀比羅宮金比羅丸雛形の五尺



51

五　宝暦期以後の弁才船

図 125　東京大学明治丸雛形の下貫木

図 126　大家家両徳丸雛形の下貫木
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珍
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
（
図
129
）。
カ
ラ
カ
イ
は
、
雨
押
を
取
り
付
け
る
た
め
、
雨

押
の
下
面
よ
り
低
く
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
投
入
を
入
れ
る
に
は
カ
ラ
カ
イ
が
高
い
場

合
、
両
端
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
中
央
部
だ
け
を
低
く
し
た
結
果
、
こ
う
し
た
形
状
に

な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
こ
う
。

　
舳
の
垣
立
の
主
要
な
変
化
は
大
筋
を
除
く
筋
の
種
類
の
変
化
で
あ
る
。
古
く
は
貫
筋

二
枚
を
標
準
と
し
た
が
、
貫
筋
・
上
筋
各
一
枚
に
変
わ
り
、
最
後
に
は
上
筋
二
枚
に
な

る
と
と
も
に
、
足あ

し
あ
ら
い洗と

い
う
上
筋
が
大
筋
の
上
に
追
加
さ
れ
る
。
船
絵
馬
に
よ
っ
て
変

化
の
時
期
を
押
さ
え
て
お
く
と
、貫
筋
二
枚
は
寛
政
八
年（
一
七
九
六
）を
最
後
に
廃
れ
、

上
筋
・
貫
筋
各
一
枚
は
明
和
元
年（
一
七
六
四
）に
姿
を
現
し
て
、慶
応
元
年（
一
八
六
五
）

に
姿
を
消
し
、
上
筋
二
枚
は
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
現
れ
、
足
洗
は
天
保
八
年
に

登
場
す
る
。
上
筋
に
打
つ
釘
の
頭
に
は
地
紙
形
、
四よ

つ
め目

、
算さ

ん

木ぎ

、
菱ひ

し
つ
な
ぎ繋な

ど
の
文
様
を

象
っ
た
銅
の
入い

れ
が
し
ら頭を

入
れ
て
飾
っ
た
か
ら
、
上
筋
が
増
え
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
舳
の
垣

立
が
華
や
か
さ
を
増
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
貫
筋
か
ら
上
筋
へ
の
変
化
は
工

作
の
簡
易
化
よ
り
も
装
飾
効
果
の
増
大
に
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
思
い
た
く
も
な
ろ
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
筋
の
組
合
わ
せ
に
対
応
す
る
雛
形
を
す
べ
て
列
挙
す
る
の
は
煩
雑
に
す
ぎ

る
の
で
、
一
例
の
み
に
限
る
と
、
貫
筋
・
上
筋
各
一
枚
の
例
と
し
て
は
讃
岐
金
刀
比
羅

宮
民
吉
丸
雛
形
、
上
筋
二
枚
の
例
と
し
て
は
西
神
崎
湊
十
二
社
大
弊
丸
雛
形
、
貫
筋
・

上
筋
各
一
枚
と
足
洗
の
例
と
し
て
は
丹
後
溝
谷
神
社
雛
形
、
上
筋
二
枚
と
足
洗
の
例
と

し
て
は
河
野
右
近
家
八
幡
丸
雛
形
が
あ
る
（
図
130
～
133
）。
な
お
、舳
垣
立
を
高
く
し
て
、

船
足
を
深
く
入
れ
る
と
、
鉄
道
博
物
館
雛
形
や
東
京
国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛
形
の
よ
う

に
上
筋
を
二
枚
か
ら
三
枚
に
増
や
す
船
が
現
れ
る
（
図
134
）。

  

足
洗
は
蛇じ

ゃ
ば
ら
か
き

腹
垣
の
主
要
構
成
材
で
あ
る
ヤ
ゴ
セ
の
根
本
を
嵌
め
込
む
た
め
の
上
筋
で
、

天
保
八
年
の
丹
後
溝
谷
神
社
雛
形
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
。
蛇
腹
垣
と
は
荷
物
を
積
ん

だ
時
に
荷
物
を
保
護
す
る
た
め
に
海
布
丸
太
を
立
と
し
て
竹
・
苫
な
ど
を
組
み
合
わ
せ

て
垣
立
の
外
側
に
作
っ
た
波
除
け
を
い
い
、
ヤ
ゴ
セ
と
は
海
布
丸
太
立
の
こ
と
で
あ
る
。

蛇
腹
垣
の
出
現
の
時
期
は
か
な
り
遅
く
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
奉
納
の
船
絵
馬
に

よ
う
や
く
存
在
を
確
認
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
天
保
七
年
以
前
、
つ
ま
り
足
洗
出
現
以

前
の
船
絵
馬
に
は
往
々
に
し
て
蛇
腹
垣
か
ら
下
に
長
く
延
び
る
海
布
丸
太
立
が
描
か
れ

て
い
る
か
ら
、
足
洗
は
下
に
延
び
た
立
の
受
と
し
て
考
案
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
天
保
二

年
に
加
賀
粟
崎
の
粟
崎
八
幡
神
社
（
金
沢
市
粟
崎
町
）
に
奉
納
さ
れ
た
寶
幅
丸
の
絵
馬

を
み
る
と
、
蛇
腹
垣
の
海
布
丸
太
立
の
根
本
が
艫
の
垣
立
の
五
枚
筋
の
真
ん
中
の
筋
の

上
端
に
達
し
て
い
る
（
図
135
）。
こ
の
筋
に
は
他
の
五
枚
筋
と
違
っ
て
入
頭
が
入
っ
て

い
る
の
で
、
こ
の
筋
が
足
洗
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
な
く
、
舳
の
垣
立
に
は
足
洗

が
な
い
の
で
、
艫
足
洗
が
舳
足
洗
に
先
行
し
て
出
現
し
た
に
違
い
な
い
。

　
足
洗
に
は
、
丹
後
溝
谷
神
社
雛
形
の
よ
う
に
カ
ラ
カ
イ
立
か
ら
艫
の
垣
立
の
開
口
ま

で
の
短
い
足
洗
と
嘉
永
五
年
の
西
神
崎
湊
十
二
社
雛
形
の
よ
う
に
カ
ラ
カ
イ
立
か
ら
角

立
ま
で
を
全
通
す
る
長
い
足
洗
の
二
通
り
が
あ
る
（
図
136
・
137
）。
蛇
腹
垣
は
、
天
保

一
二
年
に
円
覚
寺
（
青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
）
に
奉
納
さ
れ
た
安
泰
丸
の
絵
馬
の
よ

う
に
足
洗
が
短
け
れ
ば
開
口
の
前
止
ま
り
、
天
保
九
年
に
荒
川
神
社
（
胎
内
市
桃
崎
浜
）

に
奉
納
さ
れ
た
観
音
丸
の
絵
馬
の
よ
う
に
足
洗
が
長
け
れ
ば
開
口
の
後
方
ま
で
延
び
る

こ
と
が
あ
る
（
図
138
・
139
）。
足
洗
の
出
現
に
よ
っ
て
、
従
来
、
雨
押
の
上
も
し
く
は

二
重
垣
立
の
上
に
限
ら
れ
て
い
た
蛇
腹
垣
は
、
二
重
垣
立
の
前
端
か
ら
開
口
の
前
後
ま

で
舳
の
垣
立
と
艫
の
垣
立
の
大
部
分
を
覆
う
が
、
波
除
け
と
し
て
の
機
能
が
強
化
さ
れ

た
か
と
い
う
と
疑
問
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
舳
の
垣
立
と
艫
の
垣
立
の
内
側
に
は
矧
付

が
あ
り
、
二
重
垣
立
に
は
差
板
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
蛇
腹
垣
に
よ
っ
て
波
の
打
込
み

を
防
ぐ
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
船
絵
馬
を
み
る
と
、
垣
立
の
大
部
分

を
覆
う
蛇
腹
垣
は
急
速
に
普
及
し
て
い
る
の
で
、
何
ら
か
の
利
点
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。

　
舳
の
垣
立
に
は
北
前
船
の
特
徴
に
由
来
す
る
変
化
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
北
前

船
は
船
首
を
大
き
く
反
ら
せ
て
い
る
。
当
然
、
舳
の
垣
立
の
雨
押
の
反
り
も
大
き
く
な
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五　宝暦期以後の弁才船

図 127　蛯沢稲荷神社雛形のカラカイ

図 128　寛政 8 年の讃岐金刀比羅宮金比羅丸雛形のカラカイ

図 129　喜多浦大神八幡神社雛形のカラカイ
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図 132　丹後溝谷神社雛形の舳の垣立

図 130　讃岐金刀比羅宮民吉丸雛形の舳の垣立

図 133　河野右近家八幡丸雛形の舳の垣立

図 131　西神崎湊十二社大弊丸雛形の舳の垣立

図 134　東京国立博物館薩摩形雛形の舳の垣立
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五　宝暦期以後の弁才船

図 135　寶福丸の艫の足洗（粟崎八幡神社蔵）

図 136　丹後溝谷神社雛形の短い足洗　
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図 137　西神崎湊十二社雛形の長い足洗

図 138　安泰丸の短い蛇腹垣（深浦円覚寺蔵）




